
市
税
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替（
自
動
払
込
）で

　

口
座
振
替
は
、
あ
な
た
の
ご
指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
市
税
を
自

動
的
に
振
替
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
、
納
税
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
金

融
機
関
等
に
お
出
か
け
い
た
だ
く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

市
が
指
定
し
た
金
融
機
関
等
の

窓
口
ま
た
は
本
庁
税
務
課
、
各
支

所
納
税
窓
口
で
『
伊
賀
市
市
税
等

口
座
振
替
依
頼
書
（
自
動
払
込
利

用
申
込
書
）』
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

一
度
申
し
込
む
と
翌
年
度
以
降

も
継
続
さ
れ
ま
す
の
で
、
毎
年
の

手
続
き
は
不
要
で
す
。

【
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の
】

（
１
）
預
貯
金
通
帳

（
２
）
預
貯
金
通
帳
の
届
印 

※
口
座
振
替
の
開
始
を
希
望
す
る

　

期
の
納
期
限
日
の
約
１
カ
月
前

　

に
申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
か

　

な
い
と
、
振
替
で
き
な
い
場
合

　

が
あ
り
ま
す
。

▼
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

▼
固
定
資
産
税

▼
軽
自
動
車
税

▼
国
民
健
康
保
険
税

※
納
付
書
に
「
随
」
と
記
さ
れ
た

　
「
随
時
課
税
分
」
は
、
口
座
振

　

替
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で

　

納
付
書
で
金
融
機
関
等
で
お
納

　

め
く
だ
さ
い
。

※
固
定
資
産
税
お
よ
び
軽
自
動
車

　

税
の
場
合
は
、
申
請
さ
れ
た
納

　

税
義
務
者
名
義
の
全
部
が
対
象

　

に
な
り
ま
す
。

※
土
地
や
家
屋
を
相
続
し
た
時
や

　

共
有
と
な
っ
た
時
に
は
、
固
定

　

資
産
税
の
口
座
振
替
の
申
し
込

　

み
が
再
度
必
要
と
な
り
ま
す
。 

　

口
座
振
替
済
通
知
書
の
送
付
は

行
い
ま
せ
ん
。
各
納
期
の
振
替
済

額
に
つ
い
て
は
、
預
貯
金
通
帳
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

利
用
申
し
込
み
の
手
続
き

口
座
振
替
の
対
象

振　

替　

日

口
座
振
替
済
通
知
書
の
送
付

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
の
う
ち
車

検
の
必
要
な
車
両
の
分
に
つ
い
て

は
、納
税
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

平成18年度伊賀市市税納期限一覧表
市県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

４月 1 期 ５月　１日 1期 ５月　１日

５月 全期 ５月３１日 2期 ５月３１日

６月 1 期 ６月３０日

７月 2 期 ７月３１日

８月 2 期 ８月３１日 3期 ８月３１日

９月 4 期 １０月　２日

１０月 3 期 １０月３１日 5期 １０月３１日

１１月 6 期 １１月３０日

１２月 3 期 １２月２５日 7期 １２月２５日

１月 4 期 １月３１日 8期 １月３１日

２月 4 期 ２月２８日 9期 ２月２８日

３月 10期 ４月　２日

【
問
い
合
わ
せ
】　

　

本
庁
税
務
課
収
納
係

☎
22
・
９
６
１
２

■ご利用いただける金融機関等（口座振替取扱金融機関）
　百五銀行、北伊勢上野信用金庫、三重銀行、第三銀行、三菱東京 UFJ 銀行、中京銀行、
　滋賀銀行、南都銀行、東海労働金庫、伊賀北部農業協同組合、伊賀南部農業協同組合、
　郵便局　
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▼
「
期
別
」
を
指
定
さ
れ
た
場
合

　

は
、
各
納
期
限
の
日
に
振
り
替

　

え
ま
す
。

▼
「
全
期
」
を
指
定
さ
れ
た
場
合

　

は
、
第
１
期
の
納
期
限
日
に
年

　

税
額
を
一
括
し
て
振
り
替
え
ま

　

す
。

▼
残
高
不
足
等
で
振
替
不
能
と
な

　

っ
た
場
合
、
再
振
替
は
い
た
し

　

ま
せ
ん
。
後
日
、
市
か
ら
送
付

　

す
る
口
座
振
替
不
能
通
知
書
で

　

納
め
て
く
だ
さ
い
。
２
期
以
降

　

は
、そ
の
年
度
に
限
り
「
期
別
」

　

の
扱
い
に
な
り
、
各
納
期
限
の

　

日
に
振
替
と
な
り
ま
す
。



●
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
方
）
の
保
険
料
は
、
伊
賀
市
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
が
ま
か
な
え

る
よ
う
算
出
さ
れ
た
、「
基
準
額
」

を
も
と
に
決
ま
り
ま
す
。

●
伊
賀
市
の
平
成
18
年
度
か
ら
20

年
度
の
「
基
準
額
」
は
次
の
と
お

り
決
ま
り
ま
し
た
。

　

伊
賀
市
の
基
準
額　
　
　

　

４
万
８
０
０
０
円
（
年
額
）

　
「
基
準
額
」
は
所
得
段
階
の
「
第

４
段
階
」
の
額
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
の
「
基
準
額
」
を
も
と
に
、

世
帯
お
よ
び
所
得
の
状
況
に
よ
っ

て
１
段
階
か
ら
６
段
階
の
保
険
料

に
分
か
れ
ま
す
。

※
第
２
段
階
の
対
象
者
の
負
担
能

力
に
配
慮
し
、細
分
化
し
ま
し
た
。

今
ま
で
の
第
３
段
階
以
上
の
対
象

者
の
段
階
は
１
段
階
ず
つ
繰
り
上

が
り
ま
す
。

●
税
制
改
正
の
影
響
に
よ
り
、
所

得
段
階
区
分
が
上
が
る
対
象
者

は
、
保
険
料
負
担
の
急
激
な
増
加

所得段階 対象となる方 保険料の割合
保険料
（年額）

第１段階
世帯全員が市民税非課税で
老齢福祉年金受給者、生活
保護受給者

基準額× 0.5 24,000 円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で
本人の合計所得＋年金収入
が 80万円以下の方

基準額× 0.5 24,000 円

第３段階 世帯全員が市民税非課税で
第２段階に該当しない方 基準額× 0.75 36,000 円

第４段階
本人が市民税非課税
（世帯内に市民税課税者が
いる）

基準額× 1.0 48,000 円

第５段階
本人が市民税課税
（前年の合計所得金額が
200 万円未満の方）

基準額× 1.25 60,000 円

第６段階
本人が市民税課税
（前年の合計所得金額が
200 万円以上の方）

基準額× 1.5 72,000 円

年度 保険料段 保険料率

17年度 第２段階 0.725

↓ ↓

18年度 第４段階 0.83

↓

19 年度 第４段階 0.91

↓

20 年度 第４段階 1.0

【
問
い
合
わ
せ
】
本
庁
介
護
保
険
課　

☎　

26
・
３
９
４
０　

浄化槽を設置されている皆様へ
　
 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する
施設です。しかし、正しい管理を怠ると汚れた水が
川や海を汚していきます。私たちの身近な環境を守
るため、浄化槽法では、①保守点検、②清掃、③法
定検査の実施が義務付けられています。そのうち、
③法定検査は、県知事の指定を受けた社団法人三重
県水質保全協会が実施します。同協会より検査の通
知文が送付されますので検査を受けてください。
　実施時期につきましては、上野支所管内が４月～
６月、伊賀支所管内が６月～８月、青山支所管内が
７月～８月、阿山支所管内が８月～10月、大山田
支所管内が９月～11月、島ヶ原支所管内が10月
～12月となっています。
※もし、使用していない浄化槽について、通知文が
届いた場合は、同協会までご連絡をお願いいたしま
す。　

【問い合わせ】　社団法人　三重県水質保全協会
　　　　電話　０５９－２２６－００１０（検査部）

事業主の皆様へ
～労働保険の年度更新および加入について～

　労働保険に加入している事業場の年度更新 ( 平成
17 年度確定保険料と平成 18 年度概算保険料の申告
と納付 ) は平成 18 年 4 月１日から５月２２日まで
となっておりますので、お忘れなく、お早めに申告・
納付をしてください。
　労働保険とは、労働者が業務上や通勤途上で被災
した場合に必要な給付を行う労災保険と、労働者が
失業した場合に労働者の生活および雇用の安定を図
るために必要な給付を行う雇用保険の総称であり、
労働者を１人でも雇っている事業主は労働保険に加
入する義務があります。
　まだ加入されていない事業主は、早急に最寄の労
働基準監督署・公共職業安定所で成立手続きを行っ
てください。

【問い合わせ】　三重労働局総務部　労働保険徴収室
　　　　　　　（津市島崎町３２７－２）
　　　　　　　電話　０５９－２２６－２１００

を
避
け
る
た
め
、
緩
和
措
置
と
し

て
保
険
料
率
を
３
カ
年
で
段
階
的

に
引
き
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
18
年
度
の
暫
定

賦
課
（
仮
算
定
）
に
つ
い
て
は
、

旧
所
得
段
階
に
基
づ
く
保
険
料
額

を
通
知
し
ま
す
。

《
例
》
第
２
段
階
→
第
４
段
階
の
場
合

第
１
号
被
保
険
者
の

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す
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